
カンボジア民事訴訟法の普及活動の現状と課題

                平成 20 年 1 月 18 日

一橋大学教授 上 原 敏 夫

第１ はじめに ── カンボジア法制度整備支援プロジェクトの概要

 作業開始 99/01，法案引渡 03/03，民事訴訟法の成立・施行 06/07，適用 07/07 

第２ 普及活動の現状

１ 方法

   現地セミナー（プノンペン，※地方 )

   遠隔セミナー（JICA-Net を通じての議論）

   本邦研修

   逐条解説の執筆（条文案起草と同時に完成済み）

   教科書（民事訴訟法要説，強制執行法要説）の執筆（体系的理解の促進）

２ 対象者

   司法省の起草担当者 → 地方の始審裁判所の裁判官

   控訴裁判所・最高裁判所の裁判官

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－

   次世代の裁判官（※裁判官検察官養成校支援プロジェクト）

   弁護士（※弁護士養成校支援プロジェクト） 

 

第３ 普及活動の課題

１ カンボジア国内での普及

   対象者の拡大の必要 ── 現世代，次世代（法曹養成），弁護士，企業法務担当者

   通訳・翻訳体制の充実

   日本語による日本法研究の能力をもつ人材の養成 ── カンボジア自立の必要性

  ＊ 長期的課題であるが，それ故に早急に着手することが必要

２ カンボジア以外の国，カンボジアで活動する外国人への普及（英語）

   他国の支援活動・他の関連法令との調和（法体系の統一性確保）の必要
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ＲＳＪＰ民事教育改善プロジェクトとＲＳＪＰ民事教育改善プロジェクトと
成果物の普及活動成果物の普及活動

法務総合研究所国際協力部（ＩＣＤ）

教官 宮﨑 朋紀

2008年1月18日

１１ カンボジア王立裁判官・検察官カンボジア王立裁判官・検察官
養成校（ＲＳＪＰ）の概要養成校（ＲＳＪＰ）の概要

研修期間 2年

（前期研修8か月，実務研修1年，後期研修4か月）

実績

1期生 55名 2003.11～2005.11（卒業済）

（裁判官36名，検察官19名）

2期生 55名 2006.5～2008.5(予定)

(裁判官36名，検察官19名）

3期生 63名 2007.5～2009.5(予定）

4期生 ？名 2008.5～2010.5(予定)
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２２ ＲＳＪＰ支援のインパクトＲＳＪＰ支援のインパクト

2005.11 1期生 55名任官

2008.5 2期生 55名任官

（卒業生計110名）

2009.5 3期生 63名任官

（卒業生計173名）

2010.5 4期生 60名前後？任官

（卒業生計約230名）

ＲＳＪＰ設立前の

裁判官・検察官

“200名弱”

３３ ＲＳＪＰ民事教育改善ＲＳＪＰ民事教育改善
プロジェクトの概要プロジェクトの概要 １１

2003.11 ＲＳＪＰ1期生研修開始
2004.1～ ＩＣＤ教官の派遣開始（ＪＩＣＡ短期専門家として複数回）
2005.5 法曹養成研究会設立

（経験豊富な裁判官，弁護士，司法研修所教官等の参加）
2005.6 ＲＳＪＰ１期生の模擬裁判実施支援
2005.11 プロジェクトＲＤ締結（期間は2008.3まで2年5か月）
2005.11 ＲＳＪＰ1期生卒業
2006.2～ ＩＣＤ教官（検察官）派遣（ＪＩＣＡ長期専門家として）
2006.5 ＲＳＪＰ2期生研修開始
2007.5 ＲＳＪＰ3期生研修開始
2008.4 プロジェクトフェイズ２へ
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◇主な参加メンバー◇主な参加メンバー

日本側日本側

(1) ＪＩＣＡ長期専門家－RSJP内オフィスに常駐

(2) 国内ＩＣＤ教官－研修・セミナー企画・実施等

(3) 法曹養成研究会－(1)，(2)への助言

カンボジア側カンボジア側

(1) ＲＡＪＰ学院長，同事務局長，ＲＳＪＰ校長

(2) ＲＳＪＰ民事教官等（非常勤―最高裁判事等）

４４ ＲＳＪＰ民事教育改善ＲＳＪＰ民事教育改善
プロジェクトの概要２プロジェクトの概要２

５５ ＲＳＪＰプロジェクトとＲＳＪＰプロジェクトと

「成果物の普及活動」「成果物の普及活動」

「成果物」を「法制度整備支援プロジェクト
で起草された民法・民事訴訟法」と捉えた
場合

→6

「成果物」を「ＲＳＪＰプロジェクト内で作成さ
れる教材等」と捉えた場合

→7～11
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６６ ＲＳＪＰプロジェクトとＲＳＪＰプロジェクトと

「成果物の普及活動」「成果物の普及活動」 その１その１

「成果物」を「法制度整備支援プロジェクトで起草
された民法・民事訴訟法」と捉えた場合

民法・民訴法が実務で円滑に運用されるためには

それらを理解して使いこなせる法曹の存在が不可欠

新規裁判官に対する民事教育を支援する

ＲＳＪＰプロジェクトの活動は

民法・民訴法普及活動の中で極めて重要

７７ ＲＳＪＰプロジェクトとＲＳＪＰプロジェクトと
「成果物の普及活動」「成果物の普及活動」 その２その２

「成果物」を「ＲＳＪＰプロジェクト内で作成される教
材等」と捉えた場合の留意事項

１ ＲＳＪＰ教官に教材を使いこなしてもらうこと

２２ ＲＲＳＳＪＪＰＰ教教官官にに自自らら教教材材をを作作成成・・改改訂訂ししててももららううこことと

◇問題点

教材作成における自立発展性に関する問題 → 8，9

学校運営における自立発展性に関する問題 → 10，11

◇特徴－ 当初から『自立発展性』が重要な目標
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８８ 教材作成と自立発展性教材作成と自立発展性 １１

◇これまで作成されたもの

(1) カリキュラム

(2) 民法，民事訴訟法講義レジュメ

(3) 民法事例演習問題

(4) 民事第１審手続マニュアル

(5) 模擬記録，民事第１審手続DVD

９９ 教材作成と自立発展性教材作成と自立発展性 ２２

◇教材作成過程における悩み

日本側が作成してしまうと

速速くく，，質質がが良良いいももののががででききるる（（既既存存教教材材のの翻翻訳訳））

教教官官がが使使いいここななせせなないい危危険険 作成ノウハウが育たない

◇対応策
ＲＳＪＰ教官が作成すべき要請が強いもの－－講講義義レレジジュュメメ等等

ままずずははＲＲＳＳＪＪＰＰ教教官官にに作作成成ししててももららうう（（将将来来のの改改訂訂をを予予定定））

作成作業へのカンボジア側の参加，作成後のフォローアップ

日本側が作成する方が

日本側が作成せざるを得ないもの－－模模擬擬記記録録，，第第１１審審手手続続DVD等
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1010 学校運営と自立発展性学校運営と自立発展性 １１

◇学校運営上の問題点

教官が非常勤 教教官官がが高高位位（（最最高高裁裁判判事事等等））にに昇昇進進

教教官官のの本本来来職職務務がが多多忙忙にに 校長と教官との上下関係不明確

講講義義にに穴穴がが空空くく 教教材材作作成成にに割割けけるる時時間間のの不不足足

教官会議が開催できない

カリキュラムが決められない

教材作成・改訂方針の決定ができない

1111 学校運営と自立発展性学校運営と自立発展性 ２２

◇明るい材料

人材の源

教官候補生

ＲＳＪＰ1期生中心に若手裁判官7名を選定
模擬記録作成ＷＧで中心的役割
今後2期生，3期生からの選定も

毎年約６０名のＲＳＪＰ卒業生

将来の常勤教官就任が期待される
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法整備支援活動の戦略的ビジョンと
日弁連の活動

日本弁護士連合会
国際交流委員会
副委員長 矢吹公敏

第９回法整備支援連絡会（2008年1月18日）

日本国憲法前文

法整備支援の目的と理念の実現に向けた取組：
我が国が，平和を維持し，専従と隷属，圧迫と
偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている
国際社会において，名誉ある地位を占めるため
に，司法の分野でも積極的な国際貢献が望まれ
ている。
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戦略と多様性

我が国の法整備支援を支える戦略策定の司令塔には，様々な経験（特
に現場体験）と知見，戦略論，組織体制を有する体制で臨むべきであ
る。
単に国内の司令塔だけではなく，国連，世界銀行などと強いパイプを
持つ組織にすべきである（例えば，日本が拠出している各種ファンド
の利用）。
国際的標準を念頭においた国際的協調・協力による法整備支援を推進
すべきである。ドナー間競争への対応。
法整備支援のシンクタンク機能を果たす機関を設置するべきである。
官と民間とが連携した組織による柔軟な組織体制が望まれる。

NGOの活用は世界政治では重要な論点となっており，我が国におい
ても世界の潮流の考え方を導入すべきである。
民間による法整備支援を充実させるためにも民間ファンドの育成が急
務である。米国では，アジア財団，フォード財団，ソロス財団などの
民間ファンドの果たす役割が大きい。

法の支配を推進する我が国最大のNGOとして（世界規模ではIBA，
ABAなど世界の法曹団体と協力して支援を実施している），法整
備支援にかかわってきたこれまで１０年以上の経験を生かして，積
極的に意見を具申する。

例）IBAとの協力による法の支配のシンポジウムと途上国支援プロ
グラム（2007年10月）

ILACへの参加
イラク弁護士のトレーニング参加（予定）
ABA・UNDPとの協力。
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人材と知見の供給

我が国の法整備支援の標語は「人材」（内なる人材と
相手国の人材）である。
各分野に精通した法律実務家，特に，国際舞台で活躍
してきた実務家の供給が必要である。
法整備支援の現場で活躍してきた実務家が更に活躍す
る場を設ける必要がある。
安定した人材供給源を育成し，人材の養成を含めて委
託することが望ましい。

国際司法支援活動弁護士登録制度という人材バンク，
法整備支援に携わった弁護士のネットワーキング，法
律の各専門分野に秀でた弁護士の参加などを通じて，
人材を確保している。
今後は，継続した専門家トレーニングを充実させる。
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2008 年 1 月 18 日

日本弁護士連合会国際交流委員会

国際司法支援センター

矢吹 公敏

日本弁護士連合会の国際司法支援活動の取組について（2007 年度）

法整備支援の目的と理念： 我が国が，平和を維持し，専従と隷属，圧迫と偏

狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において，名誉ある地位

を占めるために（日本国憲法前文），司法の分野でも積極的な国際貢献が望まれ

ている。

NGO としての日弁連： 日弁連は NGO としてその使命に基づいて国際司法支

援活動に従事する。国家同士の ODA については，可能な限り協力し効率的な支

援活動ができるように活動する。

・ 日本国憲法前文の趣旨をどのように戦略的な活動に結び付けるかが課題で

ある。国家の戦略と NGO の戦略は別個であってよい。国家は，相手国の政

府との関係や他国との関係を考慮した国家目的からの戦略作りを求められ

るが，NGO は独自の戦略を検討する（いずれも，最大の効率を上げる手法

の構築）。

・ 司法制度改革審議会意見書にも法整備支援の推進が明記されている。

・ ODA 大綱における司法の役割：

   ① 「良い統治」（グッド・ガバナンス）に基づく開発途上国の自助努力

   ② 個々の人間に着目した人間の安全保障

   ③ 平和構築の努力  

   ④ 政府開発援助の実施に当たっては，国際連合憲章（特に，主権，平

等及び内政不干渉）を踏まえて，開発途上国の援助需要，経済社会

状況，二国間関係等を総合的に判断する。

   ⑤ 開発途上国の民主化の促進，市場経済導入の努力並びに基本的人権

と自由の保障状況に十分に注意を払う。

・ 日日弁連の活動の普遍的テーゼは，憲法前文と弁護士法１条の「社会正義の

実現と基本的人権の尊重」を目標に戦略を構築する。①相手国の市民を中

心にすえて，安心して暮らせる市民社会作りに貢献すること，②国際社会
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での人権の尊重を実現し平和を構築する活動に貢献することなどがあげら

れる。

日弁連の法整備支援の組織と活動： 我が国の法律家が海外（特に，東アジア

諸国）で法整備支援に積極的に参加する組織と制度を設計し，1995 年から 12
年にわたり活動してきた。対象国は，インドネシア，インドシナ３国，モンゴ

ル，ウズベキスタン，中国などである。最近では，JICA の各法整備支援プロジ

ェクトに協力機関として委員を派遣するなどして参加するとともに，カンボジ

アの弁護士を約 180 人養成するプロジェクトを実施し（2005 年 8 月終了，2007
年 12 月再開），インドネシアではアチェの津波被害後の復興（調停制度の構築）

に協力した。

・ 日弁連の法整備支援の組織

  ① 国際交流委員会国際司法支援センター

   －法整備支援の継続的取組（研究活動，研修，活動記録のアーカイブ化）

   －事務局体制

  ② 国際司法支援活動弁護士登録制度－現在約 140 名の弁護士が登録

  ③ 国際協力活動基金

  ④ 国際司法支援に関する研修会・研究会

・ 日弁連の法整備支援の活動

 （１）海外での活動

  ① アジア弁護士会会長会議（POLA）

    アジアの弁護士会の横断的な会議（年 1 回）。

  ② IBA との共催による法の支配シンポジウム

③ カンボジア

・ 本邦での法曹養成研修に参加。

・ カンボジア立法支援プロジェクトに参加。

・ カンボジアでの弁護士継続教育プログラムをカナダ，フランスと共

同実施（JICA 小規模開発パートナー事業）。

・ カンボジア弁護士養成校で 3 年間に約 180 人の弁護士を養成（弁護

士の倍増）（JICA開発パートナー事業），短期専門家30名以上派遣。

カウンターパートをエンエイブリングする活動。2005 年 8 月終了

したが，2007 年 12 月に JICA 技術協力プロジェクトとして再開，

JICA の立法支援と裁判官・検察官養成との協力により効果的な弁

護士養成を実施する予定である。
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・ JICA 長期専門家４名派遣実績

・ IT・IP 調査団の実施（経済産業省 PT）。アジア法律扶助会議の実

施（プノンペン）。

  ④ ベトナム

・ JICA 長期専門家５名派遣実績。

・ IT・IP 調査団の実施（経済産業省 PT）。
  ⑤ ラオス

・ JICA 長期専門家１名派遣。

・ IT・IP 調査団の実施（経済産業省 PT）。
  ⑥ ミャンマー

     IT・IP 調査団の実施（経済産業省 PT）。
  ⑦ インドネシア

・ アチェの津波被害後の復興支援（調停制度の構築）活動。

・ JICA 和解・調停制度支援プロジェクトの委員を派遣。

・ JICA 長期専門家２名派遣実績。

  ⑧ モンゴル

・ モンゴル弁護士及び弁護士会の支援（調停センターへの支援）。

・ JICA 長期専門家２名派遣実績。

  ⑨ 中国

   ・ 中国企業法に関する助言プロジェクトに参加。

・ 中国民事訴訟法・仲裁法の立法支援プロジェクトへの委員の派遣

（長期専門家１名派遣予定）。

 （２）国内での活動－本邦研修

  ① JICA 本邦研修

    多くの弁護士が講師として参加。日弁連での受入れ研修の実施。

② 海外技術者研修協会（AOTS）（経済産業省の関係団体）の本邦研修実施

－アジアから毎回研修生を受入れ（毎年１回）

－2004 年度「アジアの競争法」：11 カ国から 18 名が参加。

－2005 年度「国際仲裁」：11 カ国から 22 名が参加。

－2007年度「コーポレートガバナンス」：10カ国から 27名が参加予定。
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法整備支援の今後のあり方：法整備支援は，各実施機関が情報交流を行い，連

携して戦略的に取り組む必要がある。人材バンクとしての弁護士を活用し，民

間でも参加できるように財務的な援助体制を構築する必要がある。

東アジアで日本法を参考にしてもらうためには，日本法の英語訳化の更なる

推進及び日本語による日本法の教育の両面を充実する必要がある。

  

（１） 法整備支援の戦略の構築

・ 我が国の法整備支援を支える戦略策定の司令塔には，様々な経験（特に

現場体験）と知見，戦略論，組織体制を有する体制で臨むべきである。

・ 単に国内の司令塔だけではなく，国連，世界銀行などと強いパイプを持

つ組織にすべきである（例：日本が拠出している各種ファンドの利用）。

・ 官と民間とが連携した組織による柔軟な組織体制が望まれる。NGO の活

用は世界政治では重要な論点となっており，我が国においても世界の潮

流の考え方を導入すべきである。

・ 日本の文化は「聞く文化」，西欧は「話す文化」。日本の司法支援もこの

文化に根ざす活動をすることである。

（２） 法整備支援の国際標準化と日本の独自性

（３） 法整備に関する国内情報交流の強化

・ 縦割り的な ODA 予算の配分及びプロジェクト構築の改善

・ 関係省庁間の法整備に関する定期的情報交換会の開催

（４） 情報の蓄積及び発信

・ 法整備支援を実施する中心的組織の設立と情報の集約化

・ 英文ホームページ等を利用した広報活動

・ 国際会議への積極的な参加などの海外での PR 活動

・ 戦後復興・平和構築の際の法整備支援という今日的な分野に関する積極的

研究

（５）人材登用制度の充実－法整備活動に従事する弁護士の有効活用の検討

・ 任期付公務員制度の利用

・ 資格を有する経験者に応じた給与制度の設定

・ 国際機関からの法律分野の人材派遣要請及び登用情報の公開

・ 法律実務家として弁護士を登用することが有効であるとの意識の改革
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（６）財政的援助の充実

・ 法整備支援（ガバナンス全体）予算の拡充

・ 資金提供機関の存在，活動，資金供与条件などの情報公開

・ 寄付金に対する優遇税制など，民間からの資金の供給がし易い制度の構築

（７）日本法の国際化

－法整備の現場で日本法に対する理解を得るための日本法の国際化を図

るべきである。

・ 日本法の英語訳化プロジェクトの推進・強化

・ 大学における英語及び日本語での教授コースと留学制度（資金援助を含

む）の充実

法整備支援は学問か実践か？： 法整備支援は開発と法という領域に属する学

問的な側面と途上国の現場で支援活動を実施するという実践的な側面がある。

相互の融合的に機能することが重要である。

日弁連は，実践の主体の一つとしてその活動を「進化」させるように努める。

・ 進化とは，「深化」と「多様性」

  （１）「深化」は，実践（経験）のシステム化

   ① コンテンツ（支援活動の内容）の充実

 － 立法支援，法曹養成支援，司法システム構築支援など

   ② 手法の充実

     － より多くの法律家（人材バンク）が支援の専門家（養成トレーニ

ング）として参加する仕組み作り

     － ロジスティックス機能の充実

     － マニュアル化の試み

  （２）「多様性」は４つのコンポーネント

   ① 支援主体‐国家と民間 NGO。これまでの NGO 性悪論から NGO と

の協働型に積極的に移行すべきである。

   ② 目的－国家の場合は，国家戦略としての法整備支援であり外交的側

面と日本企業の海外進出支援などの行政・政治目的による。NGO は

それぞれの目的による。

   ③ 人材‐官と民の人材の有効活用

   ④ ファンド‐ODA 基金と民間ファンドの両者
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別紙１

 

  

日本弁護士連合会

・ 執行部

・ 国際室

・ 国際交流委員会

・ 外国弁護士及び国際法律業務委員会

・ 国際人権問題委員会

・ 国際活動に関する協議会 等

 

・ 国際交流委員会協力部会 

・ 国際司法支援活動弁護士登録制度 

・ 国際協力活動基金 

・ JICA専門家（インドネシア，ラオ

ス，ベトナム，カンボジア，モン

ゴル等） 

・ カンボジア王国弁護士会司法支援

プロジェクト 

・ インドネシア・アチェ津波被害後

の調停制度支援 

・ AOTS途上国支援プロジェクト

・任期付き公務員（外務省等）

・国際機関への弁護士の人材登用

（国際機関人事情報セミナー）

・日本法令外国語訳（弁護士の委員

派遣）

・国際交流委員会交流部会

・各国の弁護士会との友好協定（中

国，韓国，米国，オーストラリア，

カンボジア）

・国際法曹団体の活動参加（IBA，

LAWASIA，ICB） 

・アジア弁護士会会長会議

・各国法曹の表敬訪問・意見交換会

・国際セミナー（国際競争法，仲裁

法，コーポレート・ガバナンス等）

国際交流活動 国際業務普及活動・

人材育成

国際司法協力活動

国際人権活動 

・国際人権問題委員会 

・国際人権法・国際人道法の普及・条約批

准運動 

・国際刑事裁判所に関する条約 

・カンボジアのクメールルージュ裁判 

日弁連の国際交流・国際協力活動 

鳥瞰図 1
7
8
 



別紙２

日弁連と海外弁護士会との友好協定 

 

相手弁護士会 締結年度 

オーストラリア弁護士連合会 １９９９年 

カンボジア王国弁護士会 ２０００年 

大韓弁護士協会 ２００４年 

米国法曹協会 ２００７年 

中華全国律師協会 ２００７年 

 

日弁連が加盟・参加する国際会議・国際法曹団体 

 

国際会議・ 

国際法曹団体名 

加盟団体・参加団体・登録数等 設立年 日弁連 

加盟・参加年

アジア弁護士会会長会議 

（ＰＯＬＡ）  

約３０のアジア地域の弁護士

会・法曹団体  

１９９０年 １９９０年 

国際法曹協会 

（ＩＢＡ） 

約３万人の個人会員 

２００近くの弁護士会・法曹協

会の団体会員 

１９４７年 １９５１年 

ローエイシア 

（ＬＡＷＡＳＩＡ） 

約４０のアジア・大洋州の弁護

士会・法曹団体 

１９６６年 ２００２年 

国際刑事弁護士会 

（ＩＣＢ） 

世界の約７０の弁護士会・団体，

約３２０名の個人会員 

２００２年 ２００３年 

 

国際司法支援活動弁護士登録制度登録数  １３８名（２００６年１０月１６日時点） 

 

途上国弁護士会支援プログラム参加数   ２００４年度 １１カ国 １８名 

２００５年度 １１カ国 ２２名 

２００７年度 １０カ国 ２７名（参加予定） 
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